
大崎上島町営住宅入居者の随時募集について（お知らせ） 

募集住宅 家 賃（※） 場 所 規 格（建 設 年） 

向山団地 

１号棟３０３号室 

１１，３００円 

～ 

２２，３００円 

大崎上島町中野 

５８７３番地５ 

中耐３階 ３ＤＫ 

５６．８㎡ 

（昭和５３年度建設） 

向山団地 

１号棟３０４号室 

 １１，３００円    

～ 

２２，３００円 

大崎上島町中野 

５８７３番地５ 

中耐３階 ３ ＤＫ 

５６．８㎡ 

（昭和５３年度建設） 

向山団地 

２号棟１０４号室 

６，４００円 

～ 

１２，６００円 

大崎上島町中野 

５８７３番地５ 

中耐３階 １ＤＫ 

３０．１㎡ 

（昭和５７年度建設） 

向山団地 

３号棟１０３号室 

１２，６００円 

～ 

２４，７００円 

大崎上島町中野 

５８７３番地５ 

中耐３階 ３ＤＫ 

５８．２㎡ 

（昭和５８年度建設） 

向山団地 

３号棟２０３号室 

１２，６００円 

～ 

２４，７００円 

大崎上島町中野 

５８７３番地５ 

中耐３階 ３ＤＫ 

５８．２㎡ 

（昭和５８年度建設） 

向山団地 

３号棟２０５号室 

１２，６００円 

～ 

２４，７００円 

大崎上島町中野 

５８７３番地５ 

中耐３階 ３ＤＫ 

５８．２㎡ 

（昭和５８年度建設） 

新野賀住宅 

１号棟１０１号室 

１５，２００円 

～ 

２９，８００円 

大崎上島町沖浦 

２０４７番地１ 

中耐３階 ３ＤＫ 

６４．４㎡ 

（平成３年度建設） 

新野賀住宅 

１号棟３０２号室 

１５，２００円 

～ 

２９，８００円 

大崎上島町沖浦 

２０４７番地１ 

中耐３階 ３ＤＫ 

６４．４㎡ 

（平成３年度建設） 

新野賀住宅 

２号棟１０１号室 

１５，２００円 

～ 

２９，８００円 

大崎上島町沖浦 

２０４７番地１ 

中耐３階 ３ＤＫ 

６４．４㎡ 

（平成３年度建設） 

新野賀住宅 

２号棟２０１号室 

１５，２００円 

～ 

２９，８００円 

大崎上島町沖浦 

２０４７番地１ 

中耐３階 ３ＤＫ  

６４.４㎡ 

（平成３年度建設） 

先野賀住宅 

３０１号室 

  １８,８００円 

～ 

３６,９００円 

大崎上島町沖浦 

１９７８番地１ 

中耐３階 ３ＤＫ 

７１.７㎡ 

(平成６年度建設) 

元町住宅 

４号室 

１３，０００円 

～ 

２５，５００円 

大崎上島町木江 

５００１番地 

簡耐火２階 

３ＤＫ ６６．０㎡ 

（昭和５８年建設） 

白水７号住宅 

２０２号室 

１９，２００円 

～ 

３７，６００円 

大崎上島町東野 

２６４４番地１ 

中耐３階 ２ＤＫ 

６８．９㎡ 

（平成１２年度建設） 

白水７号住宅 

２０３号室 

１９，２００円 

～ 

３７，６００円 

大崎上島町東野 

２６４４番地１ 

中耐３階 ２ＤＫ 

６８．９㎡ 

（平成１２年度建設） 



白水７号住宅 

２０４号室 

２２，２００円 

～ 

４３，６００円 

大崎上島町東野 

２６４４番地１ 

中耐３階 ３ＤＫ 

７９．８㎡ 

（平成１２年度建設） 

白水７号住宅 

３０２号室 

１９，２００円 

～ 

３７，６００円 

大崎上島町東野 

２６４４番地１ 

中耐３階 ２ＤＫ 

６８．９㎡ 

（平成１２年度建設） 

横浜団地 

２号室 

７，９００円 

～ 

１５，５００円 

大崎上島町中野 
４９４０番地３７ 

木造平屋 ２ＤＫ 

４２.０㎡ 

（昭和６３年度建設） 

横浜団地 

６号室 

７，９００円 
～ 

１５，５００円 

大崎上島町中野 
４９４０番地３７ 

木造平屋 ２ＤＫ 

４２.０㎡ 

（昭和６３年度建設） 

（※）家賃は収入に応じた金額となります。 

１．入居資格 

 ①申込者が原則として成人であること。 

②現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者等)があること。 

 ※単身者でも、次の場合は町営住宅に申込をすることができます。 

・60歳以上の方 

・生活保護を受けている方 

・障害者（身体、精神及び知的）手帳等の交付を受けている方（一定の条件があります。） 

・DV被害者 

③前年度の世帯の収入（月収額）が 158,000円以下であること。 

※以下の条件に当てはまる方は、214,000円以下になります。 

・障害者（身体障害者、精神障害者、知的障害者） 

・戦傷病者 

・原子爆弾被爆者 

・海外からの引揚者 

・ハンセン病療養所入所者 

・入居者が 60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが 60歳以上又は 18歳未満の者。 

・同居者に 18歳に達する日以降の最初の 3月 31日までの間にある者。 

④現在、住宅に困っていること。 

⑤町税その他の徴収金を滞納していないこと。 

⑥申込者又は同居親族が暴力団員でないこと。 

 

２．募集期間 

随時募集を行っています。応募は先着順とします。ただし、先着順の判断により難い場合は、

抽選を行います。 

 

３．申込方法 

必要書類を持参の上、大崎上島町役場建設課管理係（本庁）まで申し込んでください。 

郵送での申込も受け付けします。 

 

４．必要書類 

・申込書 

・申込者及び同居者全員の住民票の写し 

・申込者及び同居者全員の所得証明書 



・申込者及び同居者全員の納税証明書 

・婚約証明書（申込者と同居者に婚約の予約がある場合のみ） 

※申込書や同意書、婚約証明書は、本庁又は各支所住民窓口にて配布しています。 

当町ＨＰからダウンロードすることもできます。 

 

５．問合せ先 

大崎上島町役場 建設課管理係 

☎０８４６－６５－３１２４（月～金 ８：３０～１７：１５）  

 


